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防災街区整備地区計画（原案）説明会の報告 

１ 開催概要 

実施日 （1 回目）令和 6 年１２月 3 日（火） .......... 参加者数：27 人 

（２回目）令和 6 年１２月 7 日（土） .......... 参加者数：30 人 

※ 両日とも同じ説明内容 

説明内容  １ 柳原一・二丁目地区の検討経緯 

 ２ 本説明会の趣旨 

（1） 防災街区整備地区計画（原案）の概要 

（2） 用途地域の変更 

（3） 都市計画公園の変更 

 ３ 防災街区整備地区計画（原案） 

（1） 計画対象区域について 

（2） 目標について 

（3） 土地利用の方針・地区区分について 

（4） 道路の配置について 

（5） 建築物のルールについて 

 ４ 都市計画公園の変更 

（1） 道路の拡幅により公園面積が減少する都市計画公園 

（2） 新たに位置付ける都市計画公園 

 ５ 用途地域の変更       

 ６ 今後のスケジュール      

 ７ 密集事業について 
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２ 主な意見と回答 

※印は１２月３日と７日の説明会当日に配布した一口メモによる質問と回答です。 

項目 質問内容 事務局回答 

道
路
整
備 

道路拡幅による対象住戸かどうかの

確認はどうすればいいか。 

都市計画法に基づく図面は都市

建設課で閲覧できます。また、道路

拡幅線を示した詳細図面は建築防

災課で確認できます。 

道路整備のスケジュールや期限等は

あるか。 

期限はありません。密集事業は強

制的に後退いただくものではなく、

防災生活道路沿道住民のご協力の

もと、徐々に後退いただきます。 

道路拡幅は防災上も大切なことだ

が、拡幅により車通行が増え、交通安全

面が心配である。 

 徐々に道路拡幅が予測されるた

め、交通量が急増することはないと

考えていますが、適宜警察とも相談

し対応していきます。 

私道の買い取りは検討いただけない

か。自分の土地なのに制限を受けるほ

か、固定資産税の対象となることもあ

り疑問がある。 

現状道路となっている場合は、区

全体として買い取りをしていませ

ん。道路として使われている等での

固定資産税の減免措置については、

都税事務所へご相談ください。 

防災生活道路は、例えば通常時は歩

きやすさを優先し、遊歩道化できるよ

うな整備の在り方を検討できないか。

※ 

防災生活道路は、避難路や緊急車

両の通行のほか、宅配車や介護車な

どの通行でも使用できる道路とな

るため、遊歩道化は難しいと考えま

すが、今後協議会や沿道住民などと

協議を重ねていければと考えてい

ます。 

4ｍ道路の整備については、今後考え

られているのでしょうか。※ 

細街路整備事業や私道助成によ

り、4ｍ道路の拡幅を進めていま

す。 

公
園
用
地 

密集事業の公園用地は場所が既に決

まっているのか。 

公園整備の場所はまだ決まって

いません。公園用地として土地を譲

っていただける場合に、土地の買

収・整備を行っていく計画です。 

用
途
制
限 

他区で民泊による騒音やゴミの問題

が出ている。柳原地区で民泊の制限は

できないのか。 

現在検討している地区計画は、建

築基準法に基づく用途の制限にな

っており、小さな民泊はホテル・旅

館ではなく一戸建ての住宅になる

ので、制限できません。不適切な事

例に対しては個別に指導します。 
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敷
地
の
ル
ー
ル
等 

敷地分割制限のルールで、66 ㎡未満

に分割できないとなっているが、建築

基準法 42 条 2 項道路の 2ｍの後退を

すると 66 ㎡未満となる。その敷地を

譲渡する場合、譲渡された側は建替え

られるのか。 

道路拡幅に伴って敷地面積が

66 ㎡未満になっても建替えは可

能です。 

間口率 7 割以上の制限について、路

地状敷地の場合どうなるのか。 

土地の形状によりルールの適応

が変わるため、図面等をみながら個

別対応させていただきます。 

そ
の
他 

柳原二丁目児童遊園前の道路（防災

生活道路 2 号）の拡幅範囲が柳原北町

会会館にかかるが、会館の移転先や移

転時期について聞きたい。 

 

今後町会の方と相談しながら考

えていきます。 

防災生活道路沿道の敷地を地区計画

施行前に駆け込みで建築許可を取り、

６ｍ道路の後退をせずに建てることを

規制できないのか。 

規制はできませんが、建て主や建

築士が窓口に相談に来られた際に

計画を説明し、拡幅に協力いただく

ようお願いしています。 

宿泊施設の新規建設は不可とのこと

ですが、民泊として稼働している住宅

があるのは把握されていますでしょう

か。※ 

 

令和 6 年 12 月現在、柳原一・

二丁目地区に民泊の登録は 6 件あ

ります。民泊は空き家の利活用の方

法の一つであり、今後も増えること

が考えられます。 

 

用途変更箇所の拡大図をホームペー

ジ（ネット）で見られるようにして欲し

い。※ 

用途変更の都市計画図書案は、令

和 7 年 2 月に足立区ホームページ

で確認できるようアップする予定

です。 

避難路を確保するための道路拡幅だ

けでなく、避難する先（避難所）を増や

すことも考えていただきたい。 

柳原一・二丁目の避難場所として

は、北千住駅東口の電大周辺となっ

ています。そこへ行くために公園等

の一時集合場所に集まることにな

りますが、今後密集事業により公園

等を整備していく中で一時集合場

所については増やしていきたいと

考えています（避難所の増設予定は

なし）。 

 


